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第１ 指定管理者制度の趣旨及び指定管理者の募集 

平成１５年９月施行の地方自治法（昭和２２年法律第６７号）（以下「地 

方自治法」という。）の一部改正により、公の施設の管理について民間の能 

力やノウハウを活用し、市民サービスの向上と経費の削減を図ることを目 

的に「指定管理者制度」が創設されました。 

鎌ケ谷市きらりホール（以下「きらりホール」という。）及び鎌ケ谷市中 

央公民館（以下「中央公民館」という。）では、設置目的をより効果的・効 

率的に達成するため、令和２年度から指定管理者制度を導入しており、その 

指定期間が、令和７年３月３１日で終了となることから、令和７年度からの 

指定管理について広く事業者を公募し、管理運営について創意工夫のある 

提案を募集するものです。 

 

第２ 施設の概要 

１ 名称及び所在地 

名    称   きらりホール及び中央公民館 

所 在 地   鎌ケ谷市富岡一丁目１番３号 

 
２ 設置目的 

きらりホールの設置目的は、地方自治法第２４４条の２の規定により設置 

された施設として、また、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４ 

年法律第４９号）及び鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例（平成２５年 

条例第３８号）における文化施設として、市民の芸術文化の向上、福祉の増 

進、多様な目的の融合及び世代を越えた交流の創出を図ることを目的として 

います。 

中央公民館の設置目的は、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２ 

０条及び第２２条に基づき、地域市民のために、実際生活に即する教育、学 

術及び文化に関する各種の事業を行い、もって市民の教養の向上、健康の増 

進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを 

目的としています。 

 

３ 施設の管理運営に関する基本的な考え方 

（１）きらりホールの基本方針である「市民一人ひとりに感動を与える鑑賞

機会を多くする感動拠点」、「市民一人ひとりの創造力を高める創造機

会を多くする創造拠点」、「多くの人びとが出会い、つながる交流機会

を多くする交流拠点」であることを目指した運営を行うこと 

中央公民館の基本方針である「学習情報の提供」、「質の高い学習活

動」、「地域活動の推進」、「生涯学習関連施設及び諸施設との連携・

協力」、「学習サービスの提供」に沿った運営を行うこと 

（２）１～２階が商業施設、３階が文化ホール、公民館、多文化共生推進セ

ンター、市民活動推進センター、男女共同参画推進センター等の複数

の機能を有する施設である特性を十分に認識し、複合施設としてのポ

テンシャルを生かした管理運営を行うこと 
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（３）公の施設であることを常に念頭において、公平かつ公正な運営を行う

こと 

（４）利用者の意見・要望等を把握し、利用者サービスの向上に努めること 

（５）施設の利用ＰＲに努め、設置目的を逸脱しない積極的な主催事業を企

画し実施すること 

（６）効率的な施設運営及び管理を行い、経費の節減に努めること。 

（７）地域及び他施設のほか、周辺商業施設や教育機関等との連携にも努め

ること 

(８）常に施設の安全と衛生を確保し、良好な環境の維持に努めること 

  （９）管理運営に当たっては、「第５遵守事項」に記載のある関係法令等を 

遵守すること 

     建物管理は、建物所有者（株）セブン＆アイ・クリエイトリンク（以

下「建物所有者」という。）が、委託するアイング（株）（以下「建物

管理者」という。）が行う。 

 

４ 施設の規模等 

（１）建物構造     鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造） 

※鎌ケ谷市（以下「市」という。）が建物所有者と３階～５階部 

分の賃貸借契約（令和１７年９月まで）を締結しており、賃料の支払い 

は市が行います。 

（２）延床面積     3,785.5㎡ 

きらりホール部分 2,132.71㎡     中央公民館部分 675.61㎡ 

その他（展示スペース、一般開放施設、事務室、倉庫等 977.18㎡) 

（３）きらりホール座席数 全５４０席 

(一般席５３０席、車イス席２席、親子席８席) 

（４）設置日    平成２６年４月１日 

 

５ 施設内容 

  詳細は、平面図（資料１）を参照 

（１）貸出施設 

ア きらりホール部分 

（ア）ホール客席 378.27㎡ （イ）舞台（袖舞台含む） 247.23㎡ 

（ウ）ホワイエ 189.26㎡ （エ）練習室 52.00㎡ 

（オ）楽屋１ 47.17㎡ （カ）楽屋２ 28.04㎡ 

   ※その他、倉庫、調整室等 1190.74㎡ 

イ 中央公民館部分 

（ア）学習室１ 140㎡ （イ）学習室２ 50㎡ 

（ウ）学習室３ 50㎡ （エ）学習室４  50㎡ 

（オ）学習室５ 50㎡ （カ）学習室６ 60㎡ 
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（キ）集会室 180㎡ （ク）印刷室 21.61㎡ 

（ケ）保育室 47.12㎡ （コ）和室 26.88㎡ 

ウ 展示スペース部分 

（ア）展示スペース 367.43㎡ 

（２）一般開放施設 

（ア）給湯室 5.97㎡ （イ）授乳室 4.87㎡ 

（ウ）男子WC 26.49㎡ （エ）女子WC  19.63㎡ 

（３）事務室等 

（ア）事務室 50.28㎡ （イ） 団体用倉庫 29.72㎡ 

（ウ）備品用倉庫 20㎡ （エ） 機材倉庫 47.69㎡ 

（４）駐車場 

ア 中央地区公共施設第１駐車場 

所在地   鎌ケ谷市中央一丁目648-287地先他 

駐車可能台数 ３３台 

イ 中央地区公共施設第２駐車場 

所在地   鎌ケ谷市中央一丁目648-551地先他 

駐車可能台数 １９台 

（５）指定管理対象外の併設施設（一部きらり市民会館全体として係る管理
は含む。） 

ア 多文化共生推進センター 

イ 市民活動推進センター・男女共同参画推進センター 

ウ 中央地区社会福祉協議会 

 

６ 施設の開館時間等 

（１）開館時間 

午前９時から午後１０時まで 
ただし、鎌ケ谷市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認 

めるときは、これを変更することができる。 

（２）休館日 
ア 毎年度、教育委員会が定める。（５日程度） 

イ  年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで） 
ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館又は休館するこ 

とができる。 

 

第３ 指定管理者の指定期間など  

１ 指定管理者の指定期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間 
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２ 指定管理者の指定の取消し等 

教育委員会は、鎌ケ谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条 

例（平成１６年条例第１５号）（以下「手続条例」という。）第１０条に基づ 
き、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、そ 
の指定を取り消し、又は、期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命 
ずることがあります。この場合において、市又は教育委員会が損害を被った 
ときは、指定管理者にその損害の賠償を求めることがあります。 

 

第４ 応募の資格要件  

きらりホール及び中央公民館の設置目的を理解し、公の施設として利用者 

の平等な利用の確保や安定した管理運営ができ、次に掲げる要件に該当する 

もの 

１ 法人その他の団体、または複数の法人等が共同する共同事業体（法人格）

は不要。ただし、個人は除く）であること、なお、共同事業体で応募する場

合は、代表者となる団体を定めること 

２ 地方自治法施行令第１６７条の４（昭和２２年政令第１６号）の規定に該 

 当する者でないこと 

３ 応募書類提出時点において、千葉県、鎌ケ谷市、隣接市等から指名停止措 

  置を受けていないこと 

 ４ 法人税、消費税、地方消費税、市町村民税、都道府県民税、固定資産税、 

都市計画税及び事業所税、その他納税義務があったもの全てを滞納してい 

ない者であること 

 ５ 会社更生法に基づく更生手続き開始の申立中及び更生手続き中でない 

こと及び民事再生法に基づく更生手続きの開始の申立及び再生手続き中 

でないこと 

 ６ 団体またはその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律第３条または第８条第１項第１号の規定に違反するとして、公正取引

委員会または関係期間に設定された日から２年を経過していない者に該当

しないこと 

 ７ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 

号）第２条第２項に規定する暴力団及びそれらの利益の活動を行う団体 

でないこと。また、役員に同法第２条第６号に規定する暴力団員がいない 

こと 

 ８ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、市又は他の地方公共 

団体から指定を取り消されていない者であること 

９ 市長又は市議会議員が代表者又はこれに準ずる地位にある者となってい

る団体でないこと 

１０ 文化ホール又は公民館、その他これに類する公共施設の管理又は運営の 

実績があること 

１１ 労働保険（雇用保険・労災保険）及び社会保険（健康保険・厚生年金保険） 

に適正に加入していること 

１２ 応募書類提出時点において、過去２年以内に労働基準監督署から是正勧
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告を受けていないこと。ただし、是正勧告を受け、必要な措置の実施につい

て当該労働基準監督署に報告済みの場合は除く。 

 

第５ 遵守事項  

    業務を遂行するうえで、以下の法令を順守することとします。 

１ 地方自治法 

２  労働関係法令 

 （１）労働基準法 

(２）最低賃金法 

（３）労働安全衛生法 

（４）労働者災害補償保険法 

（５）労働契約法 

３   教育基本法 

４   社会教育法 

５   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

６   公共サービス基本法 

７   消防法 

８   著作権法 

９   暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

１０  鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理に関する条例 

１１  鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理に関する条例施行規則 

１２  鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例 

１３  鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則 

１４  鎌ケ谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 

１５  鎌ケ谷市教育委員会公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

１６  鎌ケ谷市行政手続条例 

１７  鎌ケ谷市行政手続条例施行規則 

１８  鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律施行条例 

１９  鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律等施行規則 

２０  その他、管理・運営に必要な法令等 

 

第６  選定方法及び基準 

１ 選定基準 

（１）施設利用者に対する平等な利用が確保されており、サービスの向上が図 

れるものであること 

（２）施設の効用を最大限に発揮するものであること 

（３）収支の見積の妥当性と経費節減の工夫があること 

（４）適切な人員配置と労務管理がなされていること 

（５）業務遂行能力を有していること又は確保できる見込みがあること 

（６）その他教育委員会が別に定める基準 
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２ 選定方法 

鎌ケ谷市きらりホール及び鎌ケ谷市中央公民館指定管理者候補者選考委 

員会 （以下「選考委員会」という。）において、選定基準に照らし総合的に 

審査し、その結果に基づき教育委員会が最も適当と認める団体を指定管理予 

定候補者（以下「候補者」という。）として選定します。 

（１）一次審査（書類審査） 

一次審査の選考は、６者以上の応募があった場合に実施します。提出書類 

を点数評価し、上位５位の提案を絞り込みます。 

（２）二次審査（ヒアリング及びプレゼンテーションによる審査） 

二次審査は、参加業者によるヒアリング及びプレゼンテーションの方法 

により行います。 

 （３）候補者の選定方法 

   二次審査の合計点が高い者を候補者として選定する。 

 （４）順位の決定方法（合計点が同点となった場合の取扱い） 

   最も評価点数の高い者が２者以上あるときは、企画提案時に提出された 

見積額が最も安価な者を候補者として選定します。 

 （５）参加業者が１者の場合の取扱い 

   参加者が１者であっても、審査を行い、選定の可否を決定します。 

 

３ 審査結果 

審査の結果については、応募者全員に書面で通知します。 

 

４ 選定結果等の公表及び情報開示について 

選定結果等の公表はホームページで行います。 

ただし、選定に関する情報で候補者以外の応募者に関するものについては、 

 鎌ケ谷市情報公開条例に基づく請求があった場合に実施します。なお、選定 

結果等の公表及び開示の時期は、選定の公平性を確保するため、候補者を確 

定した後とします。 

 

第７ 次点交渉権者との交渉 

   優先交渉権者は、市との交渉優先権を有するが、交渉の過程において指定 

管理の困難性等が明らかになった場合や協議が成立しない場合は、市は次 

点交渉権者と協議を行います。 

 

第８ 再募集 

以下の場合には、指定管理者への業務内容などの見直しを行い、再募集を行う。 

１ 応募者がいなかったとき 

２ 選考委員会で候補者が選考されなかったとき 

 

第９ 業務の概要 

１ 指定管理者が行う施設管理の範囲 

「第２ 施設の概要 ５施設内容」のうち、（５）を除いた範囲とする。た 
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だし、きらり鎌ケ谷市民会館全体として係る管理は（５）を含む。 

（１）施設及び設備の保守管理業務 

（２）保守管理業務に係る業務 

ア 設備管理業務（一部） 

イ きらりホール法定空調設備保守点検業務 

ウ 清掃業務（一部） 

エ 事業系一般廃棄物処理業務（一部） 

オ きらりホール舞台等総合保守管理業務 

カ ピアノ等保守点検業務 

  キ 駐車場管理業務 

ク 物品等管理業務 

  ケ 修繕業務（簡易） 

  コ その他必要と認められる業務 

なお、指定管理者と建物管理者の業務分担については、資料２のとおり 

（３）保守管理計画書の作成 

 （４）業務記録簿等の作成 

（５）保守管理業務の基準 

ア 設備管理業務（一部） 

（ア）設備機器の運転操作及び監視 

（イ）設備機器の日常巡視点検 

（ウ）設備機器の測定及び記録 

（エ）設備機器等の定期検査の日程調整、立会、報告書の管理 

（オ）関係部署との連携・調整 

（カ）簡易な営繕作業 

（キ）消耗品の在庫管理 

（ク）管球交換 

（ケ）その他設備管理に関する業務 

    イ きらりホール法定空調設備保守点検業務 

   (ア）夏季点検（年１回） 

 （イ）冬季点検（年１回） 

 （ウ）エアフィルタ交換作業 

 （エ）フロン抑制法による簡易点検（年４回）及び定期点検（３年に１回） 

ウ 清掃業務（一部） 

エ 事業系一般廃棄物処理業務（一部） 

オ きらりホール舞台等総合保守管理業務 

カ ピアノ等保守点検業務 

キ 駐車場管理業務 

ク 物品等管理業務 

ケ 簡易修繕業務 

  きらりホール及び中央公民館の管理上必要な施設・設備の修繕につい 

ては、毎年度一律５０万円（きらりホール及び市民会館共有部分３０万円、

駐車場１０万円、中央公民館１０万円）を計上し、１件当たり１０万円を
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限度に修繕を行うこと。 

なお、「第２ 施設の概要 ５施設内容(５)指定管理対象外の併設施設」で 

 ある多文化共生推進センター、市民活動推進センター、男女共同参画推進 

センター、中央地区社会福祉協議会分の施設・設備の修繕も市民会館共有 

部分に含まれるものとする。市が建物所有者から賃貸借している区分の修 

繕に限るため、修繕の範囲に関しては、修繕前に市に確認すること。 

 年間の修繕費合計額が５０万円を超える場合は、市と協議すること。 

 大規模改修工事は、市が実施する。 

 ただし、指定管理者の故意・過失による場合は、指定管理者の責任で修 

繕すること。なお、市が修繕及び大規模改修工事により更新・設置した設 

備及び機器等については、市に帰属する。 

 

 ２ 指定管理者が行う施設運営の範囲 

 （１）施設の使用に関すること  

ア きらりホールの使用者登録事務 

イ きらりホールの使用の許可、制限及び取消等の手続きに関する業務 

ウ きらりホール使用団体との使用前打合せの連絡及び打合せ時の立会い 

エ 中央公民館の使用者登録事務 

オ 中央公民館の使用の許可、制限及び取消等の手続きに関する業務 

カ 展示スペースの使用者登録事務 

キ 展示スペースの使用の許可、制限及び取消等の手続きに関する業務 

ク 施設（きらりホール、中央公民館、展示スペース等）の利用案内 

ケ 附帯備品及び設備の貸出し及び利用指導 

コ きらりホール、中央公民館、展示スペースの使用中、使用後の確認及 

び共用部分の巡回 

   サ 印刷機の使用に関する業務 

シ 利用者等からの各種問い合わせの対応 

ス 市内公共施設の案内業務 

セ 市内活動団体の情報提供 

ソ 施設、周辺及び主なイベントの案内 

タ サービス内容に係る利用者へのアンケート調査及び苦情等の対応 

チ 利用統計資料の作成及び報告 

ツ 拾得物の管理に関する業務 

（２）使用料金に関すること 

ア きらりホール及び中央公民館の使用料の収納業務 

イ 印刷機の使用料の収納業務 

ウ レジスターの管理に関する業務 

エ 収入報告書の作成及び報告 

（３）施設運営業務に関すること 

ア 運営業務に係る委託・賃借業務等に係る契約及び支払い。ただし、以 

下に関しては、市が契約し支払いを行う。 

（ア）上下水道料金、電気料金 
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（イ）丁合機のリース料 

（ウ）設備定期保守管理業務委託料 

（エ）観葉植物等設置委託料 

（オ）廃棄物処理委託料 

イ 指定管理業務の実施に必要な広報媒体の作成及び配布 

ウ 事業計画書、統計資料及び各種報告書の作成 

（４）報告書の作成に関すること 

ア 業務日誌の作成及び整理 

イ 利用日報・月報及び収支日報・月報の作成 

ウ 利用状況集計及び収支状況表の作成 

エ 利用者に係るデータ作成 

オ その他、市から要求された統計資料及び依頼に関わる帳票類の作成 

（５）主催事業の運営業務内容に関すること 

ア きらりホール 

毎年度、指定管理料の中に主催事業費として１０，０００千円を含める。 

入場料収入、外部資金等とあわせて事業計画を立てること。次の事業、若 

しくは類似の事業を実施すること 

分  類 内   容 実施事業数 

芸術文化鑑賞

事業 

質の高い専門性に富んだ、より満足度の

高い舞台芸術・芸能を鑑賞する機会を提

供する。コンサート、オペラ、演芸、映

画など幅広い演目を実施することで、ホ

ールへの入場者数の増加を目指す。 

４事業 

（１３公演） 

以上 

芸術文化創造

事業 

地域に根ざした、新たな質の高い舞台芸

術を創造し、市民が気軽に芸術・文化に

親しめる機会と、鑑賞の機会を提供する

市民参加型の事業を展開 

（例）市民創作ミュージカル 

１事業以上 

芸術文化普及

事業 

アウトリーチ・インリーチなど、舞台芸

術・芸能の愛好者が増える機会を提供 

（例）市内施設へのアウトリーチ、   

ピアノ演奏体験 

２事業以上 

 

情報発信事業 市内はもとより、近隣、県内外に向けて

情報発信を行い、きらりホールの周知へ

とつなげていく。 

（例）アーティスト発掘プロジェクト、 

 避難訓練コンサート 

※令和７年２月に実施する「第８回ア

ーティスト発掘プロジェクト」の受賞者

による記念コンサートは、令和７年度中

に必ず実施すること 

２事業以上 
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芸術文化を介

した交流・体

験・協働事業 

舞台芸術・芸能を楽しみ、やがて担う若

い世代を育成するため、交流・体験機会

を経験する場を提供。市民とともに舞台

芸術・芸能の継承について協働で実施す

るための支援を行う。 

（例）舞台ワークショップ、バックステ 

ージツアー 

２事業以上 

 

イ 中央公民館 

毎年度、次の事業若しくは類似の事業を実施すること。 

分 類 内  容 実施回数 

高等教育機

関等との連

携事業 

大学等の持つ高等教育資源を活用し、現

代的課題に対応する事業として実施、実

施に当たっては、企画委員会を設置し市

民の意見を反映した企画運営を行う。例

年千葉経済大学短期大学部と連携し、「オ

ープンカレッジかまがや」を実施 

１開催 

（８回程度） 

家庭教育支

援事業 

児童虐待、育児放棄など社会問題化して

いる家庭の教育機能向上のため、幼児や

小中学生の親を主な対象とした家庭教育

支援事業を行う。なお、幼児の親を対象と

する場合は、保育を行うこと 

事業例：家庭教育セミナー、親業講座等 

３開催 

（各１～４

回程度） 

青少年健全

育成事業 

青少年の生活体験、自然体験不足に対応

した青少年又は親子を対象とした事業と

して実施 

事業例：夏休み親子工作教室、冬の星座観

察会等 

１開催 

（１～２回

程度） 

ふれあいま

つり 

中央公民館登録サークル等が学習の成果

を発表する場として開催、実行委員会を

設置しサークル等の意見を反映した企画

運営を行う。 

１開催 

（２日間程 

度） 

   なお、主催事業については、上記に定める事業に限るものではなく、市が 

  策定している各種計画の推進や市民の生活課題や社会的要請に対応した事 

業を積極的に展開されたい。 

   また、参加者に対し教材費等の実費収納を行うこと及び受講料を収納す

ることは可能とする。 

（６）コンサート等に関する問い合わせやチケット販売窓口に関すること 

（７）施設のＰＲ及び情報発信に関すること 

（８）ホームページの開設及び管理に関すること 

（９）事業計画に関すること 



- 11 - 
 

ア 事業計画書の作成及び提出 

    指定管理者は、施設の設置目的を逸脱しない範囲で、創意工夫した翌年

度の事業計画書を、毎年８月末日までに教育委員会へ提出すること。事業

計画書は次のとおりとする。 

（ア）管理運営方針 

（イ）事業計画（収支計画書を含む） 

（ウ）主催事業計画書（主催事業収支予算書を含む） 

イ 事業報告書の作成及び提出 

指定管理者は、前年度の事業報告書を毎年度終了後６０日以内に作成の 

うえ、教育委員会に提出すること、事業報告書は次のとおりとする。 

  (ア) 管理運営業務の実施状況 

 （イ）利用者の利用状況 

 （ウ）管理運営業務に係る収支状況 

 （エ）主催事業の実施状況 

  （オ）主催事業に係る収支状況 

 （カ）その他、管理の実態を把握するために必要な事項 

（１０）鎌ケ谷市の他部署からの依頼業務の実施に関すること 

ア 災害発生時の義援金受付（社会福祉課） 

イ パブリックコメントの縦覧（関係課） 

ウ 確定申告申請書類設置（課税課） 

エ その他の依頼業務に関しては、別途教育委員会と指定管理者とで協議の 

うえ、実施する。 

（１１）その他事項に関すること 

ア 教育委員会との連絡調整を積極的にとり、業務の円滑化を図ること 

イ 教育委員会より施設の利用状況等の各種調査依頼があったときは、必要 

な対応を行うこと 

ウ 「第２ 施設の概要 ５施設内容（５）」にある併設施設との連絡調整を

行うこと。当施設から、災害や人命救助等、緊急時に応援を求められた

際には、臨機応変に対応すること 

エ 市内各公民館施設と連絡調整を行い、月１回程度開催される施設長会議

に出席すること 

オ 市内芸術文化団体代表や市民等から構成されている「鎌ケ谷市きらりホ 

ール運営委員会」の会議に出席し、委員から出されたきらりホール主催事

業等に関する意見を事業計画の参考にすること(年２回程度開催) 

カ 必要に応じて、その他の公の施設との連絡調整を行うこと 

キ 利用者の利便性、施設の運営方法等を考慮し、受付の仕組みを設定する

こと 

ク 市民等の利用者に対して、適切かつ丁寧な対応を心掛けること 

ケ 指定管理者制度に係る施設利用の満足度を把握するため、施設利用者へ 

のアンケート調査等を年１回実施し、自己評価書を作成して施設運営の改 

善を行うこと 

コ 利用者の利用申込みを遅滞なく受け付けるとともに、利用の許可を適切
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に行うこと 

サ 利用受付の透明性・公平性を確保するため、常に利用状況を公開するこ

と 

シ 利用者から苦情が出た場合は、適切な対応を行い、当該苦情の円滑かつ

円満な解決に努めなければならない。利用者からの意見やクレームを的確

に把握するため、ご意見箱等を設置し、利用者目線に立った運営を行うと

ともに、意見やクレームに対しどのような対応を行ったかの掲示等を行い、

開かれた施設運営を図ること 

ス 毎年度末に、毎年の活動内容（利用者満足度等）を自己評価し、教育委

員会へ報告すること 

セ 金銭の管理には、十分に注意を払うこと。使用料等の収入は、適宜指定

管理者の口座に入れるようにして、きらりホール及び中央公民館内には極

力現金を置かないように努めること 

ソ その他、施設の設置目的を達成するための必要な事業を行うこと 

 

３ 引継業務 

（１）指定期間前（令和７年４月１日より前） 

指定管理者は、指定管理者として指定されたあと、協定発効までの期

間中に、指定期間開始に向けて教育委員会等と協議を重ね、指定期間開

始後に円滑な業務に移れるよう必要な準備業務を行うこと、主な業務内

容は次のとおり 

ア 施設の指定管理を行ううえで必要な事項（組織体制の確立、従事者の 

教育も含む） 

イ 事務室開設の準備 

ウ 施設の維持管理、設備機器の確認 

エ 施設の防災・安全管理対策の確認 

オ 主催事業の準備（チケット発券システム構築を含む） 

カ ホームページ作成などの広報宣伝業務 

キ 必要書類、マニュアル等の作成 

ク その他教育委員会が必要とする事項 

（２）指定期間終了後又は指定期間満了前の引継ぎ 

ア 指定管理者は、指定期間が満了したとき又は指定期間満了前に指定の 

取消しが行われたときは、次期管理者が支障なく円滑に施設の業務を遂 

行できるよう、引継ぎを行うこと 

イ 引継ぎにあたっては、引継ぎ内容が不十分であることを原因とした事

故等を防止するため、危険注意箇所等について十分に確認を行うととも

に、施設の管理運営に必要な情報を遅延なく次期指定管理者へ提供する

など、引継ぎに遺漏のないよう十分留意すること 

 

４ 危機管理対応に係る業務の内容 

（１）マニュアルの作成 

（２）消防法等の規定による業務 
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（３）急病者等への対応 

（４）避難所への対応 

（５）安全確保に関すること 

ア 徘徊者及び不審者等並びに不審物の発見及び対応処理 

イ 普通救命講習への参加 

（６）その他の非常時対応 

 

第１０ 施設使用料 

１ きらりホールについて 

（１）使用料について 

ア きらりホールの使用料については、「鎌ケ谷市きらりホールの設置及び

管理に関する条例」「（以下「きらりホール設管条例」という。）」で定めて

あるとおりとすること。 

イ 使用料は、指定管理者の収入とする。 

ウ 市民が施設等を利用する場合、使用料はきらりホール設管条例第１０ 

条に基づく期日に前納とし、収納した使用料については、出納簿を作成し、 

出納責任者が管理しなければならない。出納簿は、教育委員会の監査の対 

象帳簿となる。 

（２）使用料の減免 

使用料の減額及び免除については、「鎌ケ谷市きらりホールの設置及び  

管理等に関する条例施行規則」（以下「きらりホール設管条例施行規則」 

という。）に基づくものとする。減額については、指定管理者の裁量で変 

えてはならない。例外が生じた場合は、教育委員会と協議するものとす 

る。 

（３）使用料の還付 

使用料の還付についても、きらりホール設管条例施行規則に基づくも 

のとする。還付は、規則に準じて正しく行わなければならない。 

（４）使用料を収納する施設等 

  ア 施設 きらりホール、楽屋１、楽屋２、練習室 

  イ 機材 きらりホール設管条例施行規則別表による。 

 

２ 中央公民館について 

（１）使用料について 

ア 中央公民館の使用料については、「鎌ケ谷市学習センター設置及び管理 

条例」「（以下「学習センター設管条例」という。）」で定めてある通りとす 

ること 

イ 使用料は、指定管理者の収入とする。 

ウ 市民が施設等を利用する場合、使用料は学習センター設管条例第１ 

 １条に基づき期日までに前納とし、収納した使用料については、出納簿を 

作成し、出納責任者が管理しなければならない。出納簿は、教育委員会の 

監査の対象帳簿となる。 

（２）使用料の減免 
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使用料の減額及び免除については、学習センター設管条例第１２条に基 

づくものとする。減額については、指定管理者の裁量で変えてはならない。

例外が生じた場合は、教育委員会と協議するものとする。 

（３）使用料の還付 

使用料の還付についても、学習センター設管条例第１３条に基づくもの 

とする。還付は、規則に準じて正しく行わなければならない。 

（４）使用料を収納する施設等 

ア 施設   

学習室１、学習室２、学習室３、学習室４、学習室５、学習室６、集 

会室、保育室、和室 

 

第１１ 経費に関すること 

本業務では、利用料金制度を導入するため、指定管理者は、市が支払う本

施設に要する指定管理料のほか、利用者が支払う使用料や自らが企画・実施

する各事業の収入等を、自らの収入とすることができる。 

１ 指定管理者の収入として見込まれるもの 

（１）使用料収入 

  「第１０ 施設使用料」による収入と印刷機使用料 

（２）主催事業収入 

（３）指定管理料 

   利用料金制度を導入することから、適正に算出された本施設の管理運営

経費の合計から基本協定書に基づき事業が実施される当該使用料収入や事

業収入を差し引いた金額を指定管理料として市が指定管理者に支払うもの

とする。 

 

 指定管理料＝（管理運営経費＋主催事業経費）－（使用料収入＋主催事業

収入） 

 

 ※管理運営経費、使用料収入については、過去３年分の管理運営経費、使

用料収入それぞれの平均を基準とし、市と指定管理者の協議の上決定する

ものとする。 

 

２ 指定管理料 

  きらりホール及び中央公民館の指定管理業務に必要とする経費は、指定管 

理料として、毎年度に（４月１日から翌年３月３１日まで）支払い、指定管 

理料の額、支払い方法等については、基本協定書と併せて、単年度ごとに締 

結する年度協定書にて定める。なお、指定管理料は、鎌ケ谷市議会定例会３ 

月会議（予定）の議決を経て確定するものとする。 

 

参考：令和６年度予算 ８６，７８９，０００円  

内訳：きらりホール ６３，６１３，０００円 

中央公民館  ２３，１７６，０００円 



- 15 - 
 

３ 管理口座 

指定管理料は、指定管理者自体の口座とは別の専用口座で管理するもの 

とする。 

 

４ 市が支払う経費に含まれるもの 

（１）人件費 

（２）事務費（広報宣伝費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信費等） 

（３）事業費（主催事業費を含む。） 

（４）管理費（舞台操作に関する経費、簡易修繕費、環境整備費） 

（５）事務経費（労務、経理、契約、職員研修等） 

※施設に関する改築、改造若しくは修繕は、市の負担において行うもの 

とする。 

 

５ 修繕費の精算 

年度終了後、修繕費の未執行分（剰余・不使用分）が発生した場合、指定 

管理者は、市の指定する方法により返納するものとする。返納の期限につい 

ては、年度終了後３０日以内とする。なお、修繕費の合計が年度協定で定め 

た金額を超える場合は、それ以降の修繕について、その都度市と指定管理者 

で協議するものとする。 

 

６ 電子決済の導入 

   利用者の利便性向上のため、受付窓口での支払にキャッシュレス決済を

導入する。導入するキャッシュレス決済は、クレジットカード決済、二次元

コード決済、電子マネー決済の複数を導入するものとする。キャッシュレス

決済に係る導入経費や決済手数料は、指定管理者の負担とする。 

 

７ 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）に関わること 

  令和５年１０月１日導入の消費税の適格請求書保存方式（インボイス制 

度）において、指定管理者も適格請求書（インボイス）の発行事業所登録が 

必要となります。 

 

８ その他 

市から指定管理者に支払う指定管理料に関する使途については、協定で定 

めるものとする。 

 

第１２  損害賠償責任 

１ 指定管理者の責に帰すべき事由により、市、教育委員会又は第三者に損

害を与えた場合には、指定管理者がその損害を賠償すること。 

２ トラブルや苦情等については、迅速、適切かつ親切に対応処理するこ

と。また、指定管理者や施設等への要望や苦情等については速やかに教育

委員会へ報告すること。 

３ 業務遂行中の事故により職員が被った被害等は、指定管理者が一切の責
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任を負うものとする。また、職員が故意又は過失により来館者及び施設の

管理下にあるものに損害を与えた場合、指定管理者の責任において原状回

復すること。 

 

第１３ 指定の取り消し 

１ 教育委員会は、指定管理者の責めに帰すべき事由により、適切な施設の 

管理が困難になったと認められる場合、又は指定管理者の財務状況が著し 

く悪化し、施設の管理が困難と認められる場合は、指定管理者の指定を取 

り消しし、協定を締結しないことができるものとする。なお、この場合、 

市又は教育委員会に生じた損害は、指定管理者が市に賠償しなければなら 

ない。 

２ 不可抗力その他、市又は教育委員会と指定管理者両者の責めに帰すことが

できない事由により、施設の管理が困難となった場合、教育委員会と指定管

理者は、管理の継続の可否について協議を行うものとする。なお、協議の結

果、当該指定管理者による施設の管理が困難と教育委員会が判断した場合

は、教育委員会は指定管理者の指定を取り消すことができるものとする。 

 

第１４ 留意事項 

１ きらりホール及び中央公民館の指定管理者としての印については、指定 

 管理者が、きらりホール及び中央公民館の指定管理者としての印を作成し、 

その印について事前に教育委員会の承諾を得ること。また、使用に際して 

は、使用簿により適切に管理すること 

２ 指定管理者がきらりホール及び中央公民館の管理運営に係る各種規定、 

要綱等を作成する場合は、教育委員会と協議すること 

３ きらりホール及び中央公民館運営に従事する職員は、名札を着用するな

ど、常に利用者に施設職員と分かるようにすること 

４ 職員は、中央地区公共施設第１及び第２駐車場の使用を禁止する。 

５ 休憩・休息については、所定の場所で行うこと 

 

第１５ 指定管理者の指定及び協定の締結  

１ 指定管理者の指定 

候補者第１順位の法人等から細目協議を行い、協議成立後、候補者は受託 

確認のため承諾書を提出し、その後、令和６年鎌ケ谷市議会定例会令和６年 

９月会議（予定）の議決を経て、指定管理者として正式に指定する予定です。 

なお、候補者は当該議決（指定管理者の指定）を得られないことにより生じ 

る一切の損害賠償等に関する請求はできません。 

２ 協定の締結 

手続条例、鎌ケ谷市教育委員会公の施設の指定管理者の指定の手続等に 

関する条例施行規則（以下「教育委員会手続条例施行規則」という。）に基 

づき次の事項について、指定期間を通じて協定を締結するものとする。なお、 

協定締結に際し基本的な事項を定めた「基本協定」及び単年度ごとの事業実 

施に係る事項を定めた「年度協定」を締結するものとします。 
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（１）管理基準に関する事項 

（２）指定期間に関する事項 

（３）業務の範囲に関する事項 

（４）個人情報の保護に関する事項 

（５）情報公開に関する事項 

（６）財産の管理に関する事項 

（７）原状回復義務に関する事項 

（８）損害賠償に関する事項 

（９）指定の取消しに関する事項 

（１０）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

 

第１６  日程表  

 

第１７ 募集の手続き 

１ 募集要項等の配布期間 

  令和６年４月１５日（月）から４月２２日（月）までの午前９時から午後５時まで 

※土日・祝日を除く 

２ 募集要項等の配布場所 

   鎌ケ谷市教育委員会 生涯学習部 文化・スポーツ課 

※鎌ケ谷市ホームページからもダウンロードが可能です。 

３ 応募者説明会・現地説明会 

説明会に参加される方は、各団体２名までとさせていただきます。なお、 

実施内容 実施期間又は期日 

公募の開始 令和６年４月１５日（月） 

募集要項の配布 令和６年４月１５日（月）～２２日（月） 

応募者説明会及び現地説明会 令和６年４月２４日（水） 

質問受付 
令和６年４月２４日（水）～２６日（金） 

午後５時 

質問に対する回答 令和６年５月１０日（金） 

応募書類の受付 
令和６年５月１３日（月）～２４日（金） 

午後５時 

一次審査 （書類審査） 令和６年５月下旬 

二次審査  令和６年６月１１日（火） 

指定管理予定候補者の選考及び通知 令和６年６月下旬 

指定管理者の決定 
令和６年鎌ケ谷市議会定例会 

令和６年９月会議 

指定管理者と協定締結 令和６年１０月上旬 

業務の引き継ぎ 令和７年１月中旬頃～３月 
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参加希望者の方は応募者説明会及び現地説明会参加申込書（別紙１）にご記 

入の上、令和６年４月２２日（月）午後５時までに文化・スポーツ課に提出 

してください。（ファックス又は電子メールの提出も可） 

ＦＡＸ送信先   鎌ケ谷市教育委員会 生涯学習部 文化・スポーツ課 
０４７－４４５－１１００ 

メールアドレス bunka@city.kamagaya.chiba.jp 
 

【応募説明会及び現地説明会】（１団体２名まで） 

日時 令和６年４月２４日（水）午前１０時から 

場所 中央公民館 学習室２ 

※サークル・団体等の利用がある場合には、見学ができない場所もあります。 

 

４ 質問及び回答 

質問及び回答は、次のとおり行います。 

（１）質問の方法    

質問票（別紙２）に質問を簡潔にまとめて記載したものをファックス又 

は電子メールにて送付してください。なお、口頭による質問は受付しませ 

ん。  

ＦＡＸ送信先   鎌ケ谷市教育委員会 生涯学習部 文化・スポーツ課 
０４７－４４５－１１００ 

メールアドレス bunka@city.kamagaya.chiba.jp 
（２）質問 

令和６年４月２４日（水）から４月２６日（金）午後５時まで 

（３）回答 

令和６年５月１０日（金）に鎌ケ谷市ホームページに掲載します。 

 

５ 応募期間及び提出方法 

（１）応募期間 

令和６年５月１３日（月）から５月２４日（金）までの午前９時から 

午後５時まで※土日・祝日を除く。 

（２）提出方法 

持参によること（郵送、ファックス又は電子メールによるものは受け 

付けません。） 

（３）提出場所 

鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目６番１号 

鎌ケ谷市教育委員会 生涯学習部 文化・スポーツ課 

 

６ 応募に際しての注意事項 

（１）応募書類は、提出後の変更はできません。 

（２）市が必要と認める場合は、適宜、追加書類の提出を求め、又はヒアリン 

グを実施する場合があります。 

（３）応募書類は、理由のいかんを問わず返却しません。 
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（４） 募受付後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出してください。 

（５）応募申請にかかる費用は、応募者の負担となります。 

（６）応募書類等の著作権は、各応募者に帰属します。ただし、指定管理者の 

選考の公表等に必要な場合、教育委員会は応募書類等の内容を無償で使用 

  できるものとします。 

（７）次に掲げるいずれかに該当した場合には、失格とします。 

ア 応募に際して不正行為を行った場合、又は応募書類に虚偽の記載があ 

った場合 

イ 応募書類等が、提出期限を過ぎて提出された場合 

ウ プレゼンテーション開始時間までに会場に来なかった場合 

エ 当該応募について選考委員と接触した場合 

オ 審査に公平性を害する行為があったと市が認める場合 

 
第１８ 応募に必要な書類  

次の書類を原本１部及び副本１０部を提出してください。なお、提出書類は、 

Ａ４サイズ縦の簡易な製本にし、団体者名、代表者名、住所及び電話番号を表 

紙に明記してください。原則として、エクセル及びワードで作成してください。 

 

１ 鎌ケ谷市教育委員会公の施設の指定管理者指定申請書（別紙３） 

  ※教育委員会手続条例施行規則 別記第１号様式  

２ 事業計画書類等一式 

（１）手続条例第３条第２項で定める管理業務に関する事業計画書及び収支計画書 

ア 管理業務に関する事業計画書（別紙４) 

文字は１２ポイントとし、基本的な考え方を文書で簡潔に記載します。 

文章を補足するための最小限の写真、イラスト、イメージ図等は、使用 

できます。 

イ  管理業務に関する収支計画書（別紙５－１、５－２） 

収支計画書は、指定管理期間５年間の総括表を年度ごとに作成し、積算根

拠となる資料をそれぞれ添付すること。 

（２）教育委員会手続条例施行規則第４条第２項で定める書類(直近のもの) 

ア 指定管理者の指定を受けようとするものが法人である場合 

（ア）法人の登記事項証明書 

（イ）定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

（ウ）賃借対照表及び損益計算書（直近３年間） 

（エ）財産目録 

イ 指定管理者の指定を受けようとするものが法人でない場合 

（ア）団体の設立を定めた規約その他これらに類する書類 

（イ）収支決算書（直近３年間） 

（ウ）財産目録 

（３）設立趣旨、経歴、事業内容のパンフレット、役員等名簿、評議会名簿一 

覧、職種別 職員数表等法人・団体の概要がわかるもの 

（４）法人税、消費税、地方消費税、市町村民税、都道府県民税、固定資産税、
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都市計画税及び事業所税、その他納税義務があったもの全てを滞納してい

ないことを確認することができる各納税証明書（直近２年間分）又はこれに

類する書類 

なお、納税義務がない場合は、納税義務がない旨を記載した申立書又は 

これらに類する書類 

（５）文化ホール又は公民館、その他これに類する公共施設の管理又は運営の

実績を証する書類等の写し 

（６）その他、教育委員会が必要と認める書類（審査過程で随時要求する場合 

がある。） 

 

第１９ 問合せ先及び書類の提出先 

【きらりホールに関する問い合わせ及び書類の提出先】 

 鎌ケ谷市教育委員会 生涯学習部 文化・スポーツ課 

〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目６番１号 

電  話  ０４７（４４５）１５２８ 

ＦＡＸ  ０４７（４４５）１１００ 

メールアドレス bunka@city.kamagaya.chiba.jp 

 

【中央公民館に関する問い合わせ】 

鎌ケ谷市教育委員会 生涯学習部 生涯学習推進課 

〒273-0101 鎌ケ谷市富岡二丁目６番１号 

電  話  ０４７（４４６）１１１１ 

ＦＡＸ  ０４７（４４６）６６３３ 

メールアドレス syogaisuisin@city.kamagaya.chiba.jp 


